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【公開番号】特開2010-78496(P2010-78496A)
【公開日】平成22年4月8日(2010.4.8)
【年通号数】公開・登録公報2010-014
【出願番号】特願2008-248222(P2008-248222)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  21/952    (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年9月22日(2011.9.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非分散光ビームを検査対象物の表面に対して所定のグレージング角で照射して、当該検
査対象物の表面上の直線ラインに前記非分散光ビームを一括して照射する照射手段と、
　前記照射手段により照射された前記非分散光ビームが前記検査対象物の表面で反射した
反射光のうちの散乱光成分を受光する受光手段と、
　前記受光手段により受光された前記散乱光成分の光強度に基づいて前記検査対象物の表
面の状態を判定する判定手段と、
　を有することを特徴とする表面検査装置。
【請求項２】
　前記受光手段は、単体の受光素子により構成されていることを特徴とする請求項１に記
載の表面検査装置。
【請求項３】
　前記受光手段は、前記反射光のうちの前記散乱光成分が到達する散乱光領域に配置され
ていることを特徴とする請求項１又は２に記載の表面検査装置。
【請求項４】
　前記受光手段は、前記検査対象物の表面の傷に起因する散乱光成分が到達する散乱光領
域と、前記検査対象物の表面の汚れに起因する散乱光成分が到達する散乱光領域とに、個
別に配置されていることを特徴とする請求項３に記載の表面検査装置。
【請求項５】
　前記受光手段は、前記検査対象物の表面の傷に起因する散乱光成分が到達する散乱光領
域と、前記検査対象物の表面の汚れに起因する散乱光成分が到達する散乱光領域とが重複
する重複領域に配置されていることを特徴とする請求項３に記載の表面検査装置。
【請求項６】
　前記受光手段は、前記検査対象物の表面の傷に起因する散乱光成分が到達する散乱光領
域の形状に応じて、当該傷に起因する散乱光成分が到達する散乱光領域に複数配置されて
いることを特徴とする請求項３に記載の表面検査装置。
【請求項７】
　前記判定手段は、互いにその表面状態が異なるサンプル用の検査対象物と当該サンプル
用の検査対象物における前記散乱光成分の光強度との関係に基づいて予め設定された判定
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情報から、実際に検査対象となっている検査対象物と同一種の前記判定情報を得たサンプ
ル用の検査対象物に係る前記表面状態と前記散乱光成分の光強度とを参照して、前記実際
に検査対象となっている検査対象物に係る散乱光成分の光強度を応じて、前記実際に検査
対象となっている検査対象物の表面状態を判定することを特徴とする請求項１～６の何れ
かに記載の表面検査装置。
【請求項８】
　前記判定情報は、複数の前記受光手段毎に設定されていることを特徴とする請求項７に
記載の表面検査装置。
【請求項９】
　前記検査対象物の表面の傷に起因する散乱光成分が到達する散乱光領域に複数の受光手
段が配置されている際、前記検査対象物との離間距離が大きい受光手段ほど、前記判定手
段が当該受光手段で受光された散乱光成分の光強度によって傷の程度が大きいと判定する
ように、前記判定情報が設定されることを特徴とする請求項８に記載の表面検査装置。
【請求項１０】
　前記判定手段は、前記検査対象物の表面の状態の判定結果に基づいて、当該検査対象物
の交換の要否を判定することを特徴とする請求項１～９の何れかに記載の表面検査装置。
【請求項１１】
　　検査対象物の表面状態を検査するための表面検査方法であって、
　発光部から非分散光ビームを検査対象物の表面に対して所定のグレージング角で照射し
て、当該検査対象物の表面上の直線ラインに前記非分散光ビームを一括して照射する照射
工程と、
　前記発光部から照射された前記非分散光ビームが前記検査対象物の表面で反射した反射
光のうちの散乱光成分を受光部で受光する受光工程と、
　判定部によって、前記受光部で受光された前記散乱光成分の光強度に基づいて前記検査
対象物の表面の状態を判定する判定工程と、
　を行うことを特徴とする表面検査方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　上記目的を達成するため、本発明に係る表面検査装置は、非分散光ビームを検査対象物
の表面に対して所定のグレージング角で照射して、当該検査対象物の表面上の直線ライン
に前記非分散光ビームを一括して照射する照射手段と、前記照射手段により照射された前
記非分散光ビームが前記検査対象物の表面で反射した反射光のうちの散乱光成分を受光す
る受光手段と、前記受光手段により受光された前記散乱光成分の光強度に基づいて前記検
査対象物の表面の状態を判定する判定手段と、を有することを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　また、本発明に係る表面検査方法は、検査対象物の表面状態を検査するための表面検査
方法であって、発光部から非分散光ビームを検査対象物の表面に対して所定のグレージン
グ角で照射して、当該検査対象物の表面上の直線ラインに前記非分散光ビームを一括して
照射する照射工程と、前記発光部から照射された前記非分散光ビームが前記検査対象物の
表面で反射した反射光のうちの散乱光成分を受光部で受光する受光工程と、判定部によっ
て、前記受光部で受光された前記散乱光成分の光強度に基づいて前記検査対象物の表面の
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状態を判定する判定工程と、を行うことを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　本発明によれば、非分散光ビームを検査対象物の表面に対して所定のグレージング角で
照射して、検査対象物の表面上の直線ラインに非分散光ビームを一括して照射するようし
たので、当該非分散光ビームの径を小さく絞ることや走査を行う必要が無くなる。よって
、簡単、かつ安価な構成で迅速に表面検査を行うことが可能となる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８４】
　このことは、曲率が小さくなればなる程、換言すれば平面状態に近づけば近づく程、傷
に起因する散乱光成分の散乱光領域は、レーザ光の照射面に対する法線方向に長く延びて
いくことを意味する。従って、本実施の形態に係る表面検査技術は、曲面だけでなく平面
の検査にも適用可能である。
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